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佐賀県行財政改革緊急プログラムVer.2.1
平成２２年度取組実績

平成２３年１０月

佐 賀 県
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緊プロVer.2.0及び改訂したVer.2.1 ５つの基本的な考え方

１．持続可能な歳出構造への転換

２．歳入（使えるお金）を増やす

３．コンパクトな経営体を目指す

４．効率的で高品質な経営体を目指す

５．さらなる地方分権の推進

当初目標であった150億円を確保

行財政改革緊急プログラムVer.2.1の取組について

こうした取組と地方交付税や臨時財政対策債の増加により収支不足が大幅縮小

平成２３年度当初予算段階における財源調整用基金
残高の 終見込は、目標とする残高を確保

特定目的基金から
の移し替えは回避
できました。
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【職員数の削減】

１ 持続可能な歳出構造への転換

中長期的に「歳入に見合った歳出規模」へ

主な取組の状況
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3,000

3,500

4,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

累計で522人減
H22→H23 △104人

目標：H16比
500人減

※各年度の職員数は、4月1日現在

推進責任課：職員課
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【職員給与の一時的な削減】

計画期間中の職員給与の一時的な削減（給与カット） Ｈ２０．１月～

○特別職

給料：知事△１５％、副知事△１０％、教育長・常勤監査委員△９％

○一般職員のうち管理職員

給料：特定幹部職員△６％、その他の管理職員△５％

管理職手当：△１０％

○管理職員以外の職員

給料：△４．０％ （Ｈ２０．４月～Ｈ２２．３月）

△３．５％ （Ｈ２２．４月～Ｈ２２.１２月）

△２．０％（Ｈ２３．１月～Ｈ２３．３月）

平成２２年度削減額 約２，２７１百万円

１ 持続可能な歳出構造への転換（つづき）

中長期的に「歳入に見合った歳出規模」へ（つづき）

推進責任課：職員課
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【社会保障費の適正化】

○医療費の適正化

・｢佐賀県医療費適正化計画｣(平成20～24年度)の進捗管理・中間報告

・県地域ケア体制整備構想における療養病床転換計画をもとに、転換

予定の医療機関に対する相談・支援

○介護給付の適正化

・「佐賀県介護給付適正化計画」（計画期間:平成20～22年度）をもとに、

各保険者による適正化事業を支援

○健康寿命の延伸

・佐賀大学と連携し、介護予防プログラム開発

・「佐賀県健康増進計画」（計画期間：平成20～24年度）をもとに、健康

アクション佐賀２１賛同の233団体の実行宣言を公表し、健康づくり実

践活動を拡大

【公債費負担の平準化】

○平成22年度発行の銀行等資金について償還期間の長期化への取組

１ 持続可能な歳出構造への転換（つづき）

中長期的に「歳入に見合った歳出規模」へ（つづき）

推進責任課：健康福祉本部企画・経営グループ

推進責任課：財務課
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【公共投資の総額調整】

平成２０年度から平成２２年度までの３ヵ年で予算総額２，６４０億円程度

を確保する総額調整ルールに基づいた予算編成を実施（直轄事業負担金

の制度改正影響分(約２８億円)と合わせて確保）

１ 持続可能な歳出構造への転換（つづき）

事業の選択と集中を強化

推進責任課：財務課

９７５億円

Ｈ１９ Ｈ２１

９０２億円

（ｂ）

３３７億円

（イ）

Ｈ２２

８８１億円（ｃ）

うち制度改正
影響２８億円

Ｈ２０

７３億円（ア）

８５７億円

（ａ）

３ヵ年で
2,640億円を確保

緊急総合対策（574億円）は
上乗せ実施（ｱ+ｲ+ｳ）

１６４億円（ウ）
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【公共事業の重点化】

○公共事業評価システム

・新規箇所評価 ４３箇所評価 → ６箇所予算化

（Ｈ２３年度当初予算 整備系（骨格予算計上分のみ））

・再評価 ８箇所諮問 → ８箇所継続答申

・事後評価 ６７箇所実施（簡易評価を含む)

○新規箇所の抑制と継続箇所の重点化（整備系）

※Ｈ２３年度当該年度新規評価箇所は骨格予算計上分のみ

事業の選択と集中を強化（つづき）

前年度完了箇所 当該年度新規評価箇所

平成１９年度 １１７ ７４

平成２０年度 ８７ ６７

平成２１年度 ６７ ４５

平成２２年度 ８８ ４３

平成２３年度 ８３ ６

推進責任課：県土づくり本部企画・経営グループ

１ 持続可能な歳出構造への転換（つづき）
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【ゼロベースでの事業の見直し】

○政策評価の推進

・施策評価 佐賀県総合計画2007の実績評価として、各施策の評価を行い、

施策の現状や問題点を検証し、次年度への取組に活用

・事業評価 新規事業 30件
継続事業 9件
重要継続事業 15件

○補助金の見直し

・事業目的の達成状況等による廃止・見直し （11件 363百万円）

＜合併市町村支援事業費（合併交付金）、精神障害者社会復帰施設運営費補助＞

・県と市町村・団体等との役割分担の適正化及び見直し（1件 2百万円）

＜互助会補助＞

・必要性・効果等の再評価によるゼロベースでの見直し （4件 9百万円）

＜新エネルギー関連分野進出研究事業費＞

１ 持続可能な歳出構造への転換（つづき）

事業の選択と集中を強化（つづき）

推進責任課：政策監グループ
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【歳入戦略グループを中心とした全庁的な増収推進】

○未利用財産の売却及び利活用
・様々な情報媒体を利用し、県内外に積極的に売却情報を発信

県ホームページ 生活・住宅情報誌 新聞の折り込みチラシ ＣＡＴＶ

・売り出し方法を工夫

建物（古家）付き売却 広大地を位置指定道路整備で分譲

・入札参加希望者へのきめ細かな対応

現地下見会の開催 個別案内の実施 郵送入札・共同購入の導入

未利用県有地売却実績 （１８箇所 約４７１百万円）

○ふるさと納税のＰＲ・寄付の受入 寄附実績 （117件 約６百万円）

○現地機関等における職員駐車場の有料化（約９４百万円）

○有料広告(施設、県民だより、県ＨＰバナー、職員ＰＣ等) (約１０百万円)
○自動販売機等における公募制の導入（約１６百万円）

２ 歳入（使えるお金）を増やす

財源獲得のための体制強化

推進責任課：資産活用課
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○タイヤロック活用による自動車差押の強化
・ 実施期間 ： 平成22年４月～平成23年３月

○インターネット公売 ・公売時期：22年5月、７月、８月、９月、１１月、23年３月
＜入札結果＞ （税抜：円）

種別
出品数

（落札品数）
見積価額 入札者数 落札価額 対見積比

自動車 6(3) 480,000 21人 608,400 127%
動 産 35(26) 48,940 178人 170,440 348%
計 41(29) 528,840 199人 778,840 147%

２ 歳入（使えるお金）を増やす（つづき）

財源獲得に向けた取組 【税徴収率の向上】 推進責任課：税務課

H21  →  H22(見込)
個人県民税 △0.02%(93.21% → 93.19%)
自 動 車 税 ＋0.19%(97.37% → 97.56%)

＜取組結果＞ （単位：千円、％）

台数 税額 割合（件数）

タイヤロック実施予告したもの 15 1,893 －

タイヤロック予告等により、装着前に納付に結びついたもの 4 396 26.7

装着したもの 11 1,497 73.3
納付に結びついたもの 7 689 (46.7)

引き揚げたもの
公売前に納付されたもの 2 516 (13.3)
公売を実施したもの 2 292 (13.3)
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○佐賀県滞納整理推進機構の設置
【設置期間】 平成21～23年度(H24年度以降はH23年度に検討)

【業務内容】

個人住民税の滞納整理 ← 税源移譲による個人住民税の増加

上記と併せて滞納している市町村税の滞納整理

【設置効果】 約６．５億円（うち県分約１．２億円)

○課税機能の強化

・業務の移管・集約

税 務 課 → 佐賀県税事務所へ課税業務を移管(自動車取得税など５税目)

各県税事務所 → 佐賀県税事務所へ課税業務を集約(軽油引取税など７税目)

一税目複数担当制の導入・調査専任担当の設置

２ 歳入（使えるお金）を増やす（つづき）

財源獲得に向けた取組 【税徴収率の向上】 推進責任課：税務課

機構引受 約３．０億円
引継予告 約３．５億円



【元気な企業を増やす】

○積極果敢な企業誘致活動の展開
年度目標には届かなかったが、非常に厳しい経済情勢の中、一定の実績を積重ねた
※累計実績 ６５件・３，９４７人 → 緊プロ目標６０件・３，６００人達成を上回る

○新産業集積エリアの整備
市町と一体となって整備を進めており、県内４カ所全ての地区で地権者の事業同意を

得られ、それぞれの地区で事業進捗

○ グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖の分譲状況（Ｈ１８分譲開始）
Ｈ２２．３月末 ８５％ → Ｈ２３．３月末 ８６％

２ 歳入（使えるお金）を増やす（つづき）

財源獲得に向けた取組（つづき）

立地件数１５件

新規地元雇用計画者数
９００名

年
度
目
標

年
度
実
績

立地件数１２件

新規地元雇用計画者数
６９８名

推進責任課：農林水産商工本部企画・経営グループ

12
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【資金確保対策】
○果実運用型基金の取り崩し
・環境保全基金を取り崩し型基金に条例改正（H20.3月）

平成２２年度環境関連事業に充当（約51百万円（見込み））

【その他】
○超過負担の解消
・「小児慢性疾患治療研究事業」などに係る地方の超過負担の解消につい
て厚生労働省へ要望

○宝くじの販売促進、販売促進活動の強化
・新規宝くじ売り場の増設 （２ヶ所）
・数字選択式宝くじ発券端末機の増設 （２ヶ所）
・特徴のある宝くじの発売情報を県ＨＰに随時掲載、情報誌等への情報提供
・バルーンフェスタにおいて「宝くじ幸運の女神」による年末ジャンボＰＲ・宝く
じ（スクラッチ）販売を実施

２ 歳入（使えるお金）を増やす（つづき）

財源獲得に向けた取組（つづき）

推進責任課：財務課

推進責任課：財務課
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【県民協働の推進】

○「県民協働指針」に基づく事業の実施

・協働事業の実施 （２００件）

・CSO活動支援オフィスの運営支援 （現在１０箇所）

・焱博記念地域活性化事業の実施 （２９件）

【業務改革の推進】
○業務改革・事務改善

・「ＳＭＩＬＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の実施

仕事のやり方を見直し

全庁で取組（５Ｓ活動、一人一提案、業務プロセス分析による業務改善)

○電子県庁の推進
・「佐賀県財務経営システム」の構築（検討）

４ 効率的で高品質な経営体を目指す

新しい公共の担い手を支援し、積極的に協働

推進責任課：男女参画・県民協働課

推進責任課：人材育成・組織風土グループ

・公共サービスの｢質」の向上
・満足度の高い地域経営の実現

具
体
的
取
組

※５Ｓ活動とは整理・整頓・清掃・清潔・習慣
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【業務改革の推進】

○公共調達システム改革アクションプログラムの推進

・総合評価方式

平成19～22年度：２６件 → １１３件 → １４６件 → １８９件

〔参考〕一般競争入札

250万円以上の工事は条件付一般競争入札（平成19年度～）

→ 指名競争入札は平成19年度で全廃

※「緊急総合対策」に基づき発注する事業については、その緊急性に配慮し、

アクションプログラムにおいて拡充することを定めている総合評価落札方式

を適用しないなどの特例措置をとった。

４ 効率的で高品質な経営体を目指す

推進責任課：政策監グループ

新しい公共の担い手を支援し、積極的に協働（つづき）
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【民間活力の導入】

○ ＣＳＯ（市民社会組織）提案型協働創出事業の実施

４ 効率的で高品質な経営体を目指す（つづき）

新しい公共の担い手を支援し、積極的に協働（つづき）

・公表総事業 ２，１９６事業

【参考】自己点検結果

今回新たに、外部委託・協働を検討 ５２業務

市町への権限移譲を検討 １５業務

引き続き、外部委託・協働による実施を検討 ６１９業務

・市町が取り組んでいる業務

・新たに取り組む業務

県業務の担い手のあり方についての提案 ２１件

うち採択件数 １８件（採択率85.7％）

市町業務の担い手のあり方についての提案 １１件

うち採択件数 ４件（採択率36.4％）

推進責任課：人材育成・組織風土グループ

対

象

範

囲
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【民間活力の導入（つづき）】

４ 効率的で高品質な経営体を目指す（つづき）

新しい公共の担い手を支援し、積極的に協働（つづき）

市町業務の担い手のあり方についての提案 １１件

＜採択件数＞ ４件（採択率36.4％）

（４件はＨ22年度に実施検討）

＜採択案件＞ (1)市役所のコンシェルジェ業務県

提案者：ＮＰＯ法人ネットワークステーションまつろ

市 町：唐津市

(2)衣類リサイクル事業

提案者：有田町消費者グループ協議会

市 町：有田町

推進責任課：人材育成・組織風土グループ
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【職員の意識改革】

○コンプライアンスの推進

・チェックシートによる自己チェック

○職員の意識改革と組織風土の改革

・管理職員等マネジメント研修

・ファシリテーター養成研修

・所属長ファシリテーション研修

○職員のスキルアップ

・コンピテンシー能力開発研修

・職場研修、自己啓発研修

・外部機関への職員派遣

４ 効率的で高品質な経営体を目指す（つづき）

職員の意識改革、スキルアップ

推進責任課：人材育成・組織風土グループ
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【地方安定財源の確保に向けた取組】

○全国知事会政権公約評価特別委員長県としての活動

・参議院選挙における政党の選挙公約に、地方分権改革・地方消費税の充実

など、地方の主張が明記されるよう、全国知事会として積極的に関与した。

【事務事業の担い手のあり方に関する市町との連携】

○佐賀県・市町行政調整会議を設置（Ｈ２２年１０月） ⇒ H22年度は２回開催

【市町への権限移譲の推進】

○平成２２年度移譲実績

・３件の法律（新規１法律含む）に基づく事務について、１件を４に対し、個別に

権限移譲

５ さらなる地方分権の推進

分権時代にふさわしい税財政制度の確立

推進責任課：政策監グループ

推進責任課：市町村課

推進責任課：市町村課
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参考資料



21～持続可能な地域経営への道筋をつける～

緊プロ Ver.2.0 策定の趣旨

◆ 当面の財政運営のために、短期的な財源対策などにより、

一定の基金残高を確保

歳入対策の強化 給与カット基金・県債の活用

◆ 将来的に持続可能な財政構造に転換するためには、経営
体質の改善が必要

・中長期的に財政健全化を図る
・コンパクトで高品質な地域経営体を目指す

◆ 今計画期間（H19～22）は、そのための基礎を作るとともに、
できるだけ早期にその効果を発現させる

事業の選択と集中職員数の削減業務・組織の聖域なき見直し

あわせて…あわせて…

参考資料
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緊プロ Ver.2.0 の基本的考え方

人件費の縮減や事業の「選択と
集中」を図り、歳入に見合った
歳出構造に転換していきます

１．持続可能
な歳出構
造への転
換

県が担っている仕事の範囲を
聖域なく見直し、人口減少社会
に適合したコンパクトで効率的
な組織作りを進めます

３．コンパクト
な経営体を
目指す

CSOや民間企業などの多様

な「公共」の担い手と積極的に
協働し、「新しい公共空間」の
創出を目指します

歳入対策を行う専任のセクショ
ンを中心に、使えるお金を増や
すため、全庁的に自主財源の
獲得に取り組みます

４．効率的で高
品質な経営
体を目指す

国、県、市町の役割を明確にし
て、地方分権時代にふさわしい
地域づくりを進めるとともに、安
定的な税財政制度の確立を国
に求めていきます

５．さらなる
地方分権
の推進

２．歳入（使え
るお金）を
増やす

参考資料
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■ 緊急総合対策が最優先

■ 税収の大幅減

緊プロVer.2.0
の見直し

百年に一度の経済危機

①緊急総合対策は緊プロVer.2.0の財政ﾌﾚｰﾑの外枠として実施

ソフト事業 ： シーリング（政策推進費△15％）の外枠
ハード事業 ：公共投資の総額調整ルール（2,640億円程度）の外枠

②税収は大幅減となるが現在の緊プロの歳出枠は維持
現在の取り組みを継続し、さらなる歳出抑制はしない

③平成22年度末の基金残高目標の変更
Ｈ２３年度の予算編成ができる程度の基金残高を確保

緊プロVer.2.1(H21.2月)

参考資料 緊プロ Ver.2.0 の見直しの概要
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佐賀県・市町行政調整会議

目的

○施策の立案段階から県・市町が緊密に連携することにより、県・市町を通じた
効果的な行政の実現すること

○地域主権改革の観点から、県と市町の役割分担を明確化し、及び県から市町
への権限移譲を推進し、地域における住民主体の行政を確立すること

参考資料

設置の背景（緊プロにおける目標）

市町及び県の行う事務事業について、役割分担のあり方を幅広く検討することに
より、二重行政の解消を図るとともに、効率的な行政サービスの提供を目指す。

構成 県・佐賀県市長会（３名）・佐賀県町村会（３名）

これまでの主な協議事項

○国民健康保険の広域化
○県営事業負担金及び補助金の廃止
○「子宮頸がん」対策


